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 令和３年度第１回総会 

（開始時刻９時３０分） 

 

事務局（大和事務局長） 

それでは、ただいまから総会を始めさせていただきます。 

 本日の委員の出席状況でございますが、委員総数１８名のうち、本日出席の委

員は、１８名全員出席でございます。 

 したがいまして、出席委員数が在任委員数の過半数を超えておりますので、

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定に基づき、本日の総会が、

「成立いたしますこと」をご報告申しあげます。 

 それでは、山田会長からご挨拶を賜りまして、そののち、「下関市農業委員会

総会会議規則第６条及び第７条」の規定に基づき、議長である会長の「開会の宣

告」ののち、お手元の総会次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

 それでは、会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

 皆さん、おはようございます。 

 （会長挨拶） 

 先ほど、事務局から報告がありましたように出席委員が過半数を超えていま

す。本日の総会は、成立いたしますので、「令和３年度第１回定例総会の開会」

を宣告します。 

 それでは議事に入ります前に、総会会議規則第１９条第３項の規定に基づき

まして私のほか２名の委員が署名することとなっておりますので私の方から指

名させていただきます。 

本日の総会の議事録署名委員に、議席番号９番 石田安男委員と、議席番号１

０番 田上光義委員のご両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、議事に入ります。日程第１「議案第１号 農地法第３条第１項の規

定による許可について」をお諮りします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

それではご説明いたします。 

総会議案書１ページをお開きください。１番。申請者、土地の所在等は議案書

に記載のとおりでございます。 

登記地目は畑１筆、面積は６７２㎡、位置図は５、６ページ、公図は７ページ

をご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陰本線黒井村駅から南東へ約２２０ｍに位置する、農業振興
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地域外の農地でございます。 

申請理由は、管理が出来ない譲渡人の申出に、弟である譲受人が応じたもので

ございます。 

申請地は、譲受人の          の距離に位置しておりますので軽

トラックで通作し、譲受後はタマネギやジャガイモ等の野菜の栽培や梅の木を

植え付ける予定でございます。贈与による所有権の移転となっております。 

１ページに戻りまして、２番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおり

でございます。 

登記地目は田１筆、面積は１，２３９㎡、位置図は８、９ページ、公図は１０

ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陽本線新下関駅から北西へ約１．２ｋｍに位置している農業

振興地域内白地の農地でございます。 

申請理由は、農業後継者もいない譲渡人の要望に、譲受人が応じ経営規模拡大

を図るものでございます。 

申請地は、譲受人の      、譲受後は水稲を栽培する予定でございます。

売買による所有権の移転となっております。 

１ページに戻りまして、３番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおり

でございます。 

登記地目は田１筆、面積は９３４㎡、位置図は１１、１２ページ、公図は１３

ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所王司支所から西へ約４．５ｋｍに位置する過去に農業公

共投資の対象となった農地でございます。 

申請理由は、譲渡人の要望に、譲受人が応じたもので、申請地は以前から利用

権設定により譲受人が耕作していた農地でございます。 

申請地は、譲受人の         の距離に位置しており、譲受後は引き

続き水稲を栽培する予定でございます。売買による所有権の移転となっており

ます。 

総会議案書２ページをお開きください。４番。申請者、土地の所在等は議案書

に記載のとおりでございます。 

登記地目は田２筆、合計面積は１，６３５㎡、位置図は１４、１５ページ、公

図は１６ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所勝山支所から南東へ約１．３ｋｍに位置する農業振興地

域内の農用地でございます。 

申請理由は、高齢で耕作が困難となり農業後継者もいない譲渡人が、譲受人の

要望に応じたものでございます。 

申請地は、譲受人の      、譲受後は水稲を栽培する予定でございます。
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売買による所有権の移転となっております。 

２ページに戻りまして、５番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおり

でございます。 

登記地目は田１筆、面積は１，６２９㎡、位置図は１７、１８ページ、公図は

１９ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所吉田支所から南西へ約１．５ｋｍに位置する農業振興地

域内白地の農地でございます。 

申請理由は、県外に居住しており耕作が困難な譲渡人の要望に、譲受人が応じ

たもので、申請地は以前から利用権設定により譲受人が耕作していた農地でご

ざいます。 

申請地は、譲受人の         の距離に位置しており、譲受後は引き

続き水稲を栽培する予定でございます。売買による所有権の移転となっており

ます。 

２ページに戻りまして、６番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおり

でございます。 

登記地目は畑１筆、面積は１，２２３㎡、位置図は２０、２１ページ、公図は

２２、２３ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陰本線福江駅から東へ約５４０ｍに位置する農業振興地域

内白地の農地でございます。 

申請理由は、高齢で耕作が困難となり農業後継者もいない譲渡人の要望に、譲

受人が応じ経営規模拡大を図るものでございます。 

申請地は、譲受人の        の距離に位置しており、譲受後はイチジ

クやミカン等の果樹を栽培する予定でございます。売買による所有権の移転と

なっております。 

総会議案書３ページをお開きください。７番。申請者、土地の所在等は議案書

に記載のとおりでございます。 

登記地目は田２筆、合計面積は８０１㎡、位置図は２４、２５ページ、公図は

２６ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所菊川総合支所から北西へ約７００ｍに位置する農業振

興地域内白地の農地でございます。 

申請理由は、       自己所有農地に隣接している申請地が十分な管

理がなされていないことから、譲受人が要望したもので、現在農業経営をしてお

らず管理も適正に出来ない譲渡人が応じたものでございます。 

申請地は、譲受人の         の距離に位置しており、譲受後は牧草

を栽培する予定でございます。売買による所有権の移転となっております。 

３ページに戻りまして、８番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおり



4 

 

でございます。 

登記地目は畑２筆、合計面積は６５４㎡、位置図は２７、２８ページ、公図は

２９ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所豊北総合支所角島支所から南西へ約１．４ｋｍに位置す

る農業振興地域内の農用地でございます。 

申請理由は、県外に居住しており農業後継者もいない譲渡人の要望に、譲受人

が応じたものでございます。 

申請地は、譲受人の         の距離に位置しており、譲受後は柚子

を栽培する予定でございます。贈与による所有権の移転となっております。 

続きまして、９番、１０番の案件について、併せてご説明いたします。 

本案件は、双方の協議により、９番の３筆と１０番の２筆を交換するものでご

ざいます。総会議案書は、３、４ページとなります。 

申請者、土地の所在等は議案書に記載のとおりでございます。 

９番の登記地目は田１筆、畑２筆、合計面積は２９０㎡、１０番の登記地目は

畑２筆、合計面積は６６㎡、位置図は３０、３１ページ、公図は３２ページをご

覧ください。 

申請地は、下関市役所勝山支所から南東へ約１．２ｋｍに位置する５筆全てが、

農業振興地域内白地の農地でございます。 

申請理由は、９番の３筆は平成３０年まで９番の譲受人が維持管理等を行っ

ていた農地で、１０番の申請地の北側に隣接している農地は全て１０番の譲受

人の農地であることから、この度の申請に至ったものでございます。 

９番、１０番の申請地は各譲受人の         の距離に位置してお

り、譲受後は、９番の申請地では白菜や大根等の野菜を栽培する予定で、１０番

の申請地では、スイカ、トマト、いちご等の野菜を栽培する予定でございます。

交換による所有権の移転となっております。 

各譲受人は、農地を効率的に利用し耕作に必要な労働力、農業用機械を所有し

ており、周辺農地の農業上の総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがないこ

とから、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可基準を満たしていると

考えられます。以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に地区委員から現地調査結果の

報告をお願いします。 

なお、説明に当たりましては、個人情報保護の観点から直接個人名を使わず、

譲渡人、譲受人等の表現で報告をお願いします。 
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それでは、１番の案件につきまして、議席番号９番 石田安男委員、報告をお

願いします。 

 

石田安男委員 

おはようございます。９番の石田です。１番の案件につきまして補足説明をい

たします。４月７日に農業委員２名と事務局職員２名で現地調査を行いました。 

この案件は贈与による所有権の移転で農地を取得するものです。申請地は黒井

村駅の近くで小学校や幼稚園等のある周辺の住宅地のなかにある農地です。譲

渡人は当該農地の管理ができないため、現在草刈り作業等を含めた農地の管理

をしてもらっている譲受人である弟に譲渡するものです。譲受人は、譲受後は畑

で玉葱、大根等の茎野菜を栽培する予定です。       くらいの通作です

が、現在もきちんと管理されていますので特に問題はないと思われます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

 続きまして、２番、６番の案件につきまして、議席番号５番 田﨑育子委員、

報告をお願いします。 

 

田﨑育子委員 

５番の田﨑です。２番の案件から申し上げます。４月８日、委員２名、職員２

名で現地確認にまいりました。申請地は下関球場の近くにありまして、集落に隣

接した農地でした。現況は畑で野菜が植えられておりましたが、水稲という申請

が出されていましたけども、本当にこれで水稲ができるのだろうかと最初は思

いましたが、取水口もあり水稲の水田として水を入れられることを確認しまし

た。相続で農地を取得した譲渡人が、後継者がいないために譲受人に申し出たも

のです。譲受人は、申請地が     にあるため、譲渡人の要望に応じまして

経営規模拡大を図るとあります。水稲の作付けとなっております。よろしくお願

いいたします。 

６番の案件についてご説明申し上げます。４月８日、委員２名、職員２名で用

地確認にまいりました。現地は山陰線福江駅を農免道路に向かっての中間にあ

ります。申請地はよく管理されていました。高齢で耕作が困難になり後継者のい

ない譲渡人の申出に、農業の規模拡大を図ろうとする譲受人が応じたものです。

取得後は果樹で、いちじく、みかんを作付けする予定となっております。よろし

くお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 
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続きまして、３番、４番、９番、１０番の案件につきまして、議席番号１番 阪

田 実委員、報告をお願いします。 

 

阪田 実委員 

おはようございます。９番の阪田でございます。３番の現状報告についてご説

明申し上げます。現地は基盤整備のされた田んぼでございます。譲渡人が耕作で

きない田んぼを、ずっと譲受人が作っていたということで別に支障はないと思

っています。 

４番ですけど、譲渡人が高齢で耕作ができないということで、譲受人、この方

は私も存じ上げておりますが、大変農業に熱心な女性でございます。支障はない

と思っております。 

最後の９番、１０番ですが、これはこの地区でも農業のリーダーとして頑張っ

ている方々でございます。先程の図面をみるとおり、なんかおかしな図面となっ

ておりますが、これを自分たちがやり易いようにお互いが納得した上での交換

ということで、なんら支障はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

議長（山田会長） 

 

 現地調査はいつ行いましたか。 

 

坂田 実委員 

 ４月８日です。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、５番の案件につきまして、議席番号４番 藤野俊孝委員、報告を

お願いします。 

 

藤野俊孝委員 

４番の藤野です。５番の案件について補足説明いたします。過ぐる４月６日、

委員２名、職員２名で現地調査を行いました。先程事務局説明のとおり、譲受人

は長年利用権設定により水稲を作付けしており、耕作に必要な農機具等も所有

しており、夫婦で作業に従事しております。この度、譲渡人の要望に応じるもの

で、申請地は    にあり農地あるいは畦畔、用排水路等も管理されており、

本人に今後の営農の意欲もあり水稲を中心に作付けされるということで何ら問

題ないと思いますのでご審議のほどよろしくお願いします。 
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議長（山田会長） 

続きまして、７番の案件につきまして、議席番号１２番 坂田謙祐委員、報告

をお願いします。 

 

坂田謙祐委員 

 １２番坂田です。７番について説明させていただきます。４月９日に委員２名

と事務局１名で現地を確認いたしました。申請地は譲受人の自宅のすぐ前にあ

る農地で簡単な保全管理がされておりましたが、作付けがずっとされていない

農地でした。周辺は麦と譲受人の農地がありまして、譲受人の農地に飼料作物が

作られていたのですが隣接される農地がほったらかしにされていたということ

で、この度購入されまして一体的に作付けをされるということでございました。

特に問題はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、８番の案件につきまして、議席番号１８番 有田孝義委員、報告

をお願いします。 

 

有田孝義委員 

１８番の有田です。８番の案件について補足説明をいたします。４月７日、農

業委員２名、事務局１名で現地を確認しました。申請内容は、事務局から説明が

あったとおりでございます。申請農地はかなり前から休耕状態であることがみ

てとれましたが、周辺は畑が点在している地域で、この度の所有権移転により適

正な管理が見込まれるため、周辺の農地にもよい影響を与えるものと思われま

す。譲受け後はゆずの栽培とのことで何ら問題はないと思います。ご審議のほど

よろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

それでは、事務局及び地区委員の説明報告が終わりました。これより質疑に入

ります。質疑がある方は、挙手され起立して議席番号及び氏名を述べられ、ご発

言をお願いします。 

 

議長（山田会長） 

ございませんか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可について」、「許



8 

 

可」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本議案は、原案のとおり許可することと決しまし

た。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、日程第２「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可に

ついて」ですが、本来であれば、１番から５番までお諮りするところですが、４

番の案件につきましては、この後の議案第３号の１番、２番と密接に関連した案

件となりますので、議案第３号の審議の際に一括でお諮りさせていただきます。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

それでは、４番を除く４件についてご説明いたします。 

総会議案書３３ページをお開きください。１番。申請者、土地の所在等は議案

書に記載のとおりでございます。位置図は３６、３７ページ、公図は３８ページ、

土地利用計画図は３９ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陰本線黒井村駅から南東へ約３２０ｍに位置している、都市

計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域に定められている区域内にある

農地で、農地法施行令第１４条及び農地法施行規則第４４条第３号に該当する

「第３種農地」となります。 

転用目的は、展示車置場６台分を整備するものでございます。 

申請理由につきましては、現在の展示車、修理車、代車等の置場が手狭になっ

たことから、事業所からも近くに位置している申請地に計画したもので、譲受人

の要望に譲渡人が応じたことから、この度の申請に至ったものでございます。所

有権の移転となっております。 

一体利用地の    番 は、譲渡人の所有地で、土地所有者として承諾して

おり確保は確実で、計画面積は土地利用計画からみて適当であると判断してい

ます。 

申請地は、孤立した農地で、汚水の発生はなく雨水のみ道路側溝に放流される

ことから、周辺農地への営農には支障ないと判断しました。 

本件は、「第３種農地」であるため許可基準を満たしていると考えられます。 

３３ページに戻りまして、２番。申請者、土地の所在等は、議案書に記載のと

おりでございます。位置図は４０、４１ページ、公図は４２ページ、土地利用計

画図は４３ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所勝山支所から北へ約１．６ｋｍに位置している、過去に

農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、「第２種農地」となります。 
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転用目的は、貸資材置場でございます。 

申請理由につきましては、譲受人が代表を務める法人の既存の資材置場の一

部が利用出来なくなることから新たな用地を探していたところ、勝山地区で公

道に接しており計画に必要な面積も確保できることから申請地が選定されたも

ので、高齢となり耕作及び管理が出来ない譲渡人が譲受人の要望に応じたもの

でございます。 

なお、譲受後は、譲受人が代表を務める法人が資材置場として利用するもので

す。所有権の移転となっております。 

本案件には、一体利用地はなく、添付書類にて、法人が所有している業務用車

両や重機等について、車検証の写しや固定資産台帳等で台数が確認でき、土地利

用計画からみて計画面積は適当であると判断しています。 

土砂の流出対策としては、申請地周辺には農地がございますが赤線や青線で

分断されており、申請地内に砂利を敷き均す計画となっており、汚水の発生はな

く雨水のみ農業用用排水路に放流されますが流下量に変化はないことから、周

辺農地への営農には支障ないと判断しました。 

なお、本件は追認案件で、平成２５年から平成２８年まで、工事業者に貸し出

し、造成され、申請地の一部が舗装や砂利が敷き均されていたことから、下関市

農業委員会会長あてに始末書の提出がなされております。 

本件は「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると考えられま

す。 

総会議案書３４ページをお開きください。３番。申請者、土地の所在等は議案

書に記載のとおりでございます。位置図は４４、４５ページ、公図は４６ページ、

土地利用計画図は４７ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陰本線湯玉駅から東へ約１８０ｍに位置している、農地法施

行令第１４条及び農地法施行規則第４３条第２号に該当する「第３種農地」とな

ります。 

転用目的は、自己用住宅でございます。 

申請理由につきましては、市外に居住している借受人が、借受人が代表を務め

る医療法人が所有している申請地に計画したものであるためでございます。賃

借権の設定となっております。 

一体利用地は、市道占用部分のみで、市道占用許可書が提出されており確保は

確実で、転用面積が５００㎡を超えておりますが、法面部分を除く有効実測面積

は４８８㎡になることから、土地利用計画及び建ぺい率からみて計画面積も適

当であると判断しています。 

申請地に隣接した農地は、    番 のみで、土砂の流出対策として盛土を

行う計画となっております。 
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汚水は合併浄化槽で処理され道路側溝に、雨水は道路側溝及び一部法面から

の表面雨水は農業用用排水路に放流されることから、周辺農地への営農には支

障ないと判断しました。 

本件は、「第３種農地」であるため許可基準を満たしていると考えられます。 

総会議案書３５ページをお開きください。５番。申請者、土地の所在等は議案

書に記載のとおりでございます。位置図は５３、５４ページ、公図は５５ページ、

土地利用計画図は５６ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所菊川総合支所から北西へ約４．４ｋｍに位置している、

過去に農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で、「第２種農地」とな

ります。 

転用目的は、クヌギの植林で、併せて作業道も整備する計画となっております。 

申請理由につきましては、申請地の隣接地である山林にてクヌギの植林計画

をしたところ、管理できない各譲渡人からの要望もあり、この度の計画に至った

ものでございます。所有権の移転となっております。 

一体利用地の２筆については、譲渡人の所有地で土地所有者として承諾して

おり、残りの１筆についても売渡証書が提出されていることから確保は確実で、

土地利用計画からみて計画面積は適当であると判断しています。 

この度の計画地に隣接した農地はございません。また、汚水の発生はなく、雨

水のみ農業用用排水路に放流されることから、周辺農地への営農には支障ない

と判断しました。 

本件は、「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると考えられま

す。以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に地区委員からの現地調査結果

の報告をお願いします。 

それでは、１番の案件につきまして、議席番号９番 石田安男委員、報告をお

願いします。 

 

石田安男委員 

議席９番の石田です。１番の案件について補足説明いたします。４月７日に農

業委員２名と事務局職員２名で現地調査を行いました。売買による所有権の移

転で、法人である譲受人の自動車整備事業の展示車６台分の置場を整備するも

のです。申請地は譲受人の会社の国道を挟んで反対側の住宅地の中の畑で、周り

に農地のない所です。譲受人が展示車用の置場が手狭になったので、事務所の近

くで用地を探していましたが適当な土地がなく、譲渡人に相談しましたら同意
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を得られたものです。隣接地を含めて一体整備を行います。汚水の発生はなく、

雨水は道路側溝へ放流予定です。申請地は第３種農地でやむを得ないかと思い

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

次に、２番の案件につきまして、議席番号１番 阪田 実委員、報告をお願い

します。 

 

阪田 実委員 

 １番阪田でございます。４月８日、農業委員２名、事務局２名で現地確認を行

っております。現地ははやくから埋立がされまして更地になっております。譲渡

人は大変ご年配で耕作及び農地の管理が困難な状況となっております。現地は

譲受人の会社から５分ぐらいの近い所でございます。お互いのためになされた

申請でございます。雨水等につきましても問題ないと思っておりますので、どう

ぞご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

次に、３番の案件につきまして、議席番号８番 加藤ソメ委員、報告をお願い

します。 

 

加藤ソメ委員 

議席番号８番の加藤です。現地調査のご報告をいたします。４月７日、農業委

員２名と事務局員２名で現地調査を行いました。申請地は湯玉駅と借受人が務

めている    から近く位置している農地でございます。借受人は、もともと

現在地で育ち勤務の都合で出ておりましたが、高齢のために帰りたいと申請が

出ました。借受人が代表者となる医療法人が所有している土地を借受け、自己用

住宅の建築を行うものでございます。申請地は医療施設から近くに位置してお

ります。雨水は道路側溝及び農業用用排水路に放流され、汚水は合併浄化槽で処

理され道路側溝に放流されます。また、事務局の説明にもありましたが、現地に

て法面部分も確認できましたので、この度の計画面積は妥当であると判断して

おります。申請地の周辺には農地がございますが、土砂流出対策もなされており

ますし耕作者の通行も承諾しておりますので、何ら問題ないと思います。以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

 次に、５番の案件につきまして、議席番号１３番 伊田喜弘委員、報告をお願
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いします。 

 

伊田喜弘委員 

１３番の伊田です。現地調査の報告をいたします。４月９日に事務局１名と農

業委員２名で現地調査を行いました。当該農地は山林と農地に周囲を囲まれ一

面に笹が密集しておる状態で長期間耕作がなく放置されていたと思われます。

計画内容は事務局の説明のとおり、クヌギの原木栽培実績のある譲受人が隣接

する山林と一体的に利用するため、当該農地と山林を含む７，８７９㎡の周囲に

鹿柵を設置しシイタケ栽培の原木としてクヌギ７６０本を植林する計画です。

計画の達成について考えを申し述べます。譲受人はシイタケ原木の栽培実績が

あること、隣接する山林の樹木はほぼ伐採がなされており、計画は既に一部着手

されていることなど、計画どおり有効な土地利用が図れると思います。なお、汚

水の発生はなく、雨水は自然流下並びに農業用用排水路に放流予定で周辺農地

に与える影響はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び地区委員の説明報告が終わりました。これより質疑に入ります。質

疑は、ございませんか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可について」、１番から３番、

５番について「許可」とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

全員挙手と認め、ただいま審議しました農地法第５条に係る案件について「許

可」といたします。 

 なお、５番については山口県ネットワーク機構の意見聴取を行い「許可」とい

たします。 

 

議長（山田会長） 

次に日程第３「議案第３号 農地法第５条第１項による許可案件の事業計画

変更の承認について」及び「議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可

について」の４番をお諮りします。 

なお、議案第２号４番と議案第３号１番、２番については、密接に関連した案

件となりますので、一括して諮らせて頂きます。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

それでは、議案第２号４番と議案第３号１番、２番の３件について、合わせて
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ご説明いたします。 

まず始めにこの度の申請に至った理由についてご説明いたします。総会議案

書３４ページをお開きください。 

議案第２号４番の申請地３筆は、現在、山陽新幹線の橋脚工事の為に、一時的

な農地転用許可を受け施工ヤードとして利用している農地の一部が含まれてお

りますが、譲受人が、鉄道施設の各種点検及び修繕工事等を実施する為に、鉄道

用地として取得したいと、土地所有者、議案第３号１番、２番の各申請者に相談

し、関係者と協議した結果、この度の申請に至ったものでございます。 

また、本来であれば、現在利用されている農地３筆については、各申請者が原

状回復したのちに、改めて、農地転用許可申請を行うところではございますが、

土地所有者が営農を開始する６月下旬までに、事業を完了させる必要があるこ

とから、同時に、事業計画変更承認申請書の提出がなされたものでございます。 

議案第２号４番の申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとおりでございま

す。位置図は４８、４９ページ、公図は５０ページ、参考までに、公図の拡大図

を５１ページ、土地利用計画図は５２ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所清末支所から北西へ約１．４ｋｍに位置している、過去

に農業公共投資の対象となっていない小集団の農地で「第２種農地」となります。 

転用目的は、鉄道施設（山陽新幹線）の管理、保守用地として取得するもので

ございます。所有権の移転となっております。 

本件には一体利用地はなく、土地利用計画からみて計画面積は、適当であると

判断しています。 

土砂の流出対策としては、申請地に隣接した農地はございますが、申請地内を

コンクリート張りする計画となっております。 

汚水の発生はなく、表面雨水のみが隣接地の農地に放流されますが、土地所有

者である譲渡人は承諾しており、周辺農地への営農には支障ないと判断しまし

た。 

本件は、「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると考えられま

す。 

なお、この事案につきましては議案第３号１番、２番と同時許可といたします。 

総会議案書５７ページをお開きください。申請者、土地の所在等は議案書に記

載のとおりでございます。 

１番の位置図、公図は６０ページから６２ページ、変更前の土地利用計画図は

６３ページ、変更後の土地利用計画図は６４ページをご覧ください。 

変更内容は、議案第２号４番の申請に伴う、土地利用計画の変更及び工事の期

間延長を行うものでございます。 

２番の位置図、公図は６０ページ、６５ページから７０ページ、変更前の土地
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利用計画図は７１ページ、変更後の土地利用計画図は７２、７３ページをご覧く

ださい。 

変更内容は、１番同様の理由により、土地利用計画を変更するものでございま

す。 

総会議案書６４ページの、変更後の土地利用計画図をご覧ください。 

図面下側の黒塗りさせていただいている箇所が、この度の変更により、１番の

計画地から外れ、議案第２号４番の申請地となります。 

総会議案書７３ページの、参考、変更後の土地利用計画図をご覧ください。 

こちらも、橋脚の右側に黒塗り、〇で囲んでいる箇所が、２番の計画地から外

れ、議案第２号４番の申請地となります。 

なお、どちらの案件も、改めて、各申請者から、下関市農業委員会会長に、原

状回復誓約書が提出されております。 

１番、２番の事案につきましては議案第２号４番と同時承認といたします。 

総会議案書５８ページをお開きください。３番。申請者、土地の所在等は、議

案書に記載のとおりでございます。位置図は７４、７５ページ、公図は７６ペー

ジ、変更前の土地利用計画図は７７ページ、変更後の土地利用計画図は７８ペー

ジをご覧ください。 

変更内容は、目的の変更及び工事の期間延長で、当初計画していた建売住宅９

棟を特定建築条件付売買予定地９区画に変更し、併せて工事期間を６ケ月延長

しようとするものでございます。 

変更理由は、住宅用地として土地を購入し戸建て住宅を建築したいとの問い

合わせが多くあったことから、社内協議によりこの度の事業計画変更に至った

もので、議案書記載の理由により、造成工事にも遅れが生じており、工事期間内

での建物の完成が難しい状況となったことから、併せて工事の期間延長を行う

ものです。 

総会議案書５９ページをお開きください。４番。申請者、土地の所在等は、議

案書に記載のとおりでございます。位置図、公図は７９ページから８１ページ、

変更前の土地利用計画図は８２ページ、変更後の土地利用計画図は８３ページ

をご覧ください。 

変更内容は、目的の変更及び工事の期間延長で、当初計画していた、建売住宅

６棟を、特定建築条件付売買予定地６区画に変更し、併せて工事期間を延長しよ

うとするもので、延長期間は議案書記載のとおりでございます。 

変更理由は、申請者が社内にて販売計画を策定していたところ、建売住宅より

も一般顧客からのニーズが多い注文住宅の建設が可能な特定建築条件付売買予

定地への変更に至ったもので、造成工事にも遅れが生じており工事期間内での

事業完了が難しい状況なことから、併せて工事期間の延長を行うものです。 
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なお、どちらの案件も土地利用計画図の建物が標準的な建物に変更されてい

ます。 

それでは、特定建築条件付売買予定地についてご説明いたします。 

議案第３号関係資料をご覧ください。 

農地転用許可制度において、原則、宅地造成のみを目的とした農地転用は、認

められておりませんが、平成３１年３月２９日付で、建築条件付売買予定地に係

る農地転用許可関係事務取扱要領が定められ、一定の要件を満たせば、宅地造成

のみを目的とするものに該当しないものとして取り扱うことができるようにな

りました。 

関係資料の２ページをお開きください。２番の表の中ですが、特定建築条件付

売買予定地とは「建築条件付売買予定地であって、３の建築条件付売買予定地に

係る農地転用許可の取り扱いの（１）から（３）までの要件をすべて満たすこと

が確実と認められる場合に、許可されるもの」と定義されています。 

どちらの案件も、（１）から（３）の要件を全て満たしており、当該地を申請

どおり用途に供することが確実であると判断しています。 

また、その他要件として、関係資料３ページの４に規定する必要な事項につい

ても全て記載された書類が各申請者から提出されており、５の許可の判断等の

（１）アからウについても、各申請者は該当いたしておりません。説明は、以上

でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に地区委員からの現地調査結果

の報告をお願いします。 

それでは、議案第２号４番、議案第３号１番、２番の案件と３番の案件につき

まして、議席番号２番新久保克己委員、報告をお願いします。 

 

新久保克己委員 

２番の新久保でございます。まず初めに議案第２号４番と３号１番、２番の案

件について、現地調査の結果をご報告いたします。４月６日に農業委員２名と事

務局職員２名で現地確認を行いました。３条の申請内容につきましては先程の

事務局説明どおり新幹線の橋脚工事に際しまして関連したものであります。議

案第２号４番の案件ですけども、昨年９月に農地転用許可を受けて、工事ヤード

として使用していた農地であります。この農地の一部を譲受人が今後保守管理

のために必要となるため、用地を取得するものであります。汚水の発生はなく、

雨水は隣接の農地に流れますが隣接所有者の承諾を得ており営農に支障のない

ものと思われます。また、議案３号の１番、２番の案件は、譲受人の農地取得に
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伴い従前申請した農地の一部を除外するという土地利用計画の変更並びに工事

期間の延長に伴う事業計画変更であります。ご審議をお願いいたします。 

次に３番の案件でございます。これも４月６日に、農業委員２名と事務局職員

２名で現地確認を行いました。確認日は、造成が始まったばかりのようでありま

した。申請内容については、事務局の説明どおり建売住宅から注文住宅に変更す

る特定建築条件付売買予定地とする変更と農業用地整備のための期間延長であ

ります。問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

続きまして、４番の案件につきまして、議席番号５番 田﨑育子委員、報告を

お願いします。 

 

田﨑育子委員 

 ４番の案件についてご説明申し上げます。４月８日、委員２名、職員２名で事

業計画変更の申請がなされた申請地へ現地確認に行ってまいりました。申請地

は、造成工事中で進捗率は２０％くらいでした。建売住宅よりも注文住宅のニー

ズの方が多くあることから特定建築条件付売買予定で、また造成工事も遅れて

おりまして併せて工事期間の延長が申請されました。これまでに至った理由書

が添えられました。販売できなかった場合には 販売できなかった残りの土地

に当社自ら住宅を建築することを確約いたしますという確約書も添えられて申

請されたものです。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び地区委員の説明報告が終わりました。これより質疑に入ります。質

疑は、ございませんか。 

 

江村卓三委員 

 ちょっとよろしいですか。 

 

議長（山田会長） 

 江村委員。 

 

江村卓三委員 

 ３番江村です。３号議案の３番、４番。事務局でなければ分からないと思いま

すけど、国の指針に関してですが、議案第３号資料によれば転用許可の取扱いに

ついて１番から３番まで挙げられていますが、概ね３カ月の一定期間に請負契



17 

 

約を締結することについてはどのように確認されていますか。 

 

事務局（岡本主任） 

 お答えいたします。先程ご説明いたしました条件につきましては、提出された

土地の売買契約書（案）と確約書に記載されております。今後承認となりました

ら、その都度すべての契約書の写しを申請者から提出していただきますので、そ

れらにより事務局で確認させていただきます。 

 

議長（山田会長） 

 他にございませんか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。議案第２号 農地法第５条第

１項の規定による許可の４番について「許可」、「議案第３号 農地法第５条第１

項による許可案件の事業計画変更の承認について」、「承認」とすることに賛成の

委員の挙手を求めます。 

全員挙手と認めます。よって本議案は原案のとおり許可及び承認することと

致します。 

 

議長（山田会長） 

次に日程第４「議案第４号 現況確認について」をお諮りします。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

それでは、ご説明いたします。 

総会議案書８４ページをお開きください。１番。申請者、土地の所在等は議案

書に記載のとおりでございます。 

登記地目は田２筆、合計面積は７７３㎡で、申請地の位置図は８６、８７ペー

ジ、公図は８８、８９ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所豊北総合支所田耕支所から南西へ約３．６ｋｍに位置す

る土地でございます。 

令和３年４月７日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員１名で

現地調査を行いました結果、議案書記載のとおりの状況でございました。 

現況確認書交付事務取扱要領第５条（３）に該当するため、「非農地」と確認

いたしました。 

８４ページに戻りまして、２番。申請者、土地の所在等は、議案書に記載のと

おりでございます。 

登記地目は畑１筆、面積は１，１８０㎡で、申請地の位置図は９０、９１ペー
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ジ、公図は９２ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陽本線幡生駅から南東へ約１．５ｋｍに位置する土地でござ

います。 

令和３年４月８日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行いました結果、議案書記載のとおりの状況でございました。 

現況確認書交付事務取扱要領第５条（３）に該当するため、「非農地」と確認

いたしました。 

８４ページに戻りまして、３番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとお

りでございます。 

登記地目は畑１筆、面積は１，３１５㎡で、申請地の位置図は９３、９４ペー

ジ、公図は９５ページをご覧ください。 

申請地は、ＪＲ山陽本線新下関駅から北西へ約１．２ｋｍに位置する土地でご

ざいます。 

令和３年４月８日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行いました結果、議案書記載のとおりの状況でございました。 

現況確認書交付事務取扱要領第５条（３）に該当するため、「非農地」と確認

いたしました。 

８４ページに戻りまして、４番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとお

りでございます。 

登記地目は田１筆、面積は７８０㎡で、申請地の位置図は９６、９７ページ、

公図は９８ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所清末支所から北西へ約２ｋｍに位置する土地でござい

ます。 

令和３年４月６日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行いました結果、議案書記載にも記載しておりますが、梅の木、ゆず

の木が確認でき、農地として管理可能な状況にありましたので、現況確認書交付

事務取扱要領第５条各号に該当しないため、「農地」と確認しております。 

総会議案書８５ページをお開きください。５番。申請者、土地の所在等は議案

書に記載のとおりでございます。 

本案件は、登記地目は、「宅地」ではございますが、現況地目が「農地」とな

っていることから申請がなされたものでございます。 

現況地目は畑１筆、面積は７４０．４９㎡で、申請地の位置図は９９、１００

ページ、公図は１０１ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所吉見支所から北東へ約１．２ｋｍに位置する土地でござ

います。 

令和３年４月９日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で
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現地調査を行いました結果、議案書記載にも記載しておりますが、一部雑木は確

認できましたが大部分は雑草等で農地として管理可能な状況にありましたので、

現況確認書交付事務取扱要領第５条各号に該当しないため、農地」と確認してお

ります。 

８５ページに戻りまして、６番。申請者、土地の所在等は議案書に記載のとお

りでございます。 

登記地目は畑６筆、合計面積は１，９１５㎡で、申請地の位置図は１０２、１

０３ページ、公図は１０４ページをご覧ください。 

申請地は、下関市役所吉見支所から北西へ約１．１ｋｍに位置する土地でござ

います。 

令和３年４月９日に、農業委員２名、最適化推進委員１名と事務局職員２名で

現地調査を行いました結果、議案書記載のとおりの状況でございました。 

現況確認書交付事務取扱要領第５条（３）に該当するため、「非農地」と確認

いたしました。以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりましたので、質疑の前に地区委員からの現地調査結果

の報告をお願いします。 

それでは、１番の案件につきまして、議席番号１７番 岩本憲慈委員、報告を

お願いします。 

 

岩本憲慈委員 

１７番の岩本です。１番の案件についてご報告をいたします。過ぐる４月７日

に事務局職員１名、農業委員２名、農地利用最適化推進委員１名と現地を調査い

たしました。申請者の申請地のうち１５３８番１につきましては杉林となって

おり周辺の山林と一体化しておりました。また、１５５３番につきましては全体

的に竹が繁茂しておりました。いずれも山林化していたため非農地と判断をい

たしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長（山田会長） 

 次に、２番の案件につきまして、議席番号１番 阪田 実委員、報告をお願い

します。 

 

阪田 実委員 

１番の阪田でございます。さる４月８日、農業委員２名、事務局２名、推進委

員１名、現地確認を行っております。現地は昔あった税務署から旭に抜ける山の
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中の土地でございました。現地はトラクターも入らないようなとこでございま

して、ほとんどが孟宗竹でございました。ご報告申し上げます。ご審議いただき

ますようよろしくお願いします。 

 

議長（山田会長） 

次に、３番の案件につきまして、議席番号５番 田﨑育子委員、報告をお願い

します。 

 

田﨑育子委員 

 委員２名、農地適正化推進委員１名、職員２名で、４月８日に現地確認に行っ

てまいりました。これは下関球場の近くにありまして、３０年以上放置したもの

ということですが、隣接地に昔はお寺があったようで、そのお寺が５０年前くら

いに解散しておりまして、そこの竹林が申請地まで浸食しておりまして、竹や雑

木が繁茂しておりました。道路の反対側には農地が開けておりますが、支障ない

と判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

次に、４番の案件につきまして、議席番号２番 新久保克己委員、報告をお願

いします。 

 

新久保克己委員 

 ２番の新久保です。４番の案件についてご報告をいたします。４月６日に農業

委員２名と最適化推進委員１名と事務局職員２名で現地確認を行いました。申

請地は山林に接したところにありまして、３分の１は梅やゆずの木が植えられ

ていました。また３分の１はビニールハウスのパイプのみが残っており、残りの

３分の１は雑草のみが生えておりました。今後農地として使用可能であり、農地

として判断をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

次に、５番、６番の案件につきまして、議席番号６番 岡本住子委員、報告を

お願いします。 

 

岡本住子委員 

 ６番岡本でございます。５番、６番の現地報告をさせていただきます。４月の

９日に農業委員２名、推進委員１名、事務局２名によって行いました。５番です
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けど、道のすぐ側で住宅と住宅に挟まれた所で、雑木が数本立っていましたが、

判断が厳しかったのですが、農機など機械も入り易いし農地として利用できる

と判断いたしました。それと６番ですが、竹がかなり広がって生えて、とても農

地として耐えられる状態ではございませんでした。両方、どうぞご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

議長（山田会長） 

事務局及び地区委員の説明報告が終わりました。これより質疑に入ります。質

疑は、ございませんか。 

 

江村卓三委員 

 すみません、よろしいでしょうか。 

 

議長（山田会長） 

 どうぞ。 

 

江村卓三委員 

 ３番の江村ですが、５番の登記地目は宅地となっていますね。現地確認による

判断によれば農地であるが、登記上の地目は宅地となっているということです

か。 

 

事務局（岡本主任） 

 はい、お答えいたします。５番の案件につきましては、登記地目が宅地、現況

地目が畑となっております。農地法は現況主義でございますので、登記地目が宅

地であっても現況が畑であれば農地法の制限を受けることになりますので、こ

の度の申請となったものでございます。以上でございます。 

 

江村卓三委員 

 そうすると今回農地と判断したことで、登記上の地目を農地に変更する登記

変えのような事務はあるのですか。それとも宅地は宅地のまま残るのですか。 

 

事務局（岡本主任） 

 あくまでの登記上の地目は宅地のままでございます。ご本人様が法務局に行

かれまして地目変更の申請をされれば、あるいは畑に変更されるかもしれませ

んが、恐らく申請はされないと思いますので登記上の地目は宅地のままとなり

ます。以上でございます。 
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議長（山田会長） 

 他にございませんか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

「議案第４号 現況確認について」、報告のありました１番から３番、及び６番

については、「非農地」、４番、５番については「農地」とすることに賛成の委員

の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しました。 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第５「議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による農用地利用集積計画の決定について」をお諮りします。 

なお、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」に、議席番号  

  番              委員、が該当いたしますので、退席をお願

いします。 

 

（   委員 退席 ） 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

 ご説明いたします。総会議案書１０５ページをお開きください。 

１番。この案件は、令和３年４月３０日公告予定分に係る決定でございます。 

詳細につきましては、１０６ページから１３３ページの「１．農用地利用  

集積計画一覧表（令和３年４月３０日公告予定分）」をご覧ください。この案件

は、利用権に係る決定です。 

別紙「議案第５号関係資料」の１ページから３ページに、地区別の利用権設定

面積の一覧表、田畑の新規更新別の一覧表、期間別の一覧表をお示ししておりま

す。 

いずれの案件も、計画内容は、「下関市農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想」に適合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えられます。以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、ございませ

んか。 
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ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは、「議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について」賛成委員の挙手を求めます。 

全員挙手と認めます。よって本議案については、原案のとおり決定しましたの

で、その旨を下関市長へ通知することといたします。 

 

 （   委員 着席 ） 

 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第６「議案第６号 令和２年度利用状況調査に係る農地法第３５条

第１項の規定に基づく農地中間管理機構への通知について」をお諮りします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

ご説明します。 

農地法第３０条に基づいて行う「農地利用状況調査」は、毎年１回、農業委員

会が管内すべての農地の利用状況について調査を行うものになります。 

調査の結果、遊休農地と判定された農地の所有者等に対しては「利用意向調査」

を実施し、農地の利用意向を確認することとなっています。 

利用意向調査の結果、農地の所有者から、農地中間管理事業を利用する意思が

ある旨の表明があったとき、農業振興地域内の農地については、農地法３５条第

１項の規定により、農地中間管理機構に対し、その旨を通知することとされてい

ます。 

別紙議案第６号関係資料「令和２年度利用状況調査分利用意向調査結果」をご

覧ください。令和２年度に実施した利用意向調査の現時点での結果をまとめた

ものでございます。 

令和２年度第１１回総会におきまして、利用意向調査を実施した合計１９筆、

２１，３３２㎡のうち、農地中間管理事業の利用希望があった農地は、回答区分

①の１０筆、９，１７７㎡で、農地中間管理機構に通知いたしましたが、今回、

新たに農地中間管理事業の利用希望があった農地、１筆、１，８４６㎡を加えて、

回答区分①を、１１筆、１１，０２３㎡で集計してございます。 

総会議案書１３４、１３５ページをお開きください。 

したがいまして、今回、農地の所有者から、農地中間管理事業を利用する意思

がある旨の表明があった、１筆、 １，８４６㎡を農地中間管理機構へ、その旨

通知するものでございます。以上でございます。 
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議長（山田会長） 

事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、ございませ

んか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。 

それでは「議案第６号 令和２年度利用状況調査に係る農地法第３５条第１

項の規定に基づく農地中間管理機構への通知について」賛成の委員の挙手を求

めます。 

全員挙手と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しましたので、農地中

間管理機構へ通知することといたします。 

 

議長（山田会長） 

 日程第７「議案第７号 農地法施行に関する実施細則の一部改正について」を

お諮りします。 

 それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

ご説明します。 

総会議案書１３６ページをお開きください。 

本日お配りしております議案第７号関係資料をあわせてご覧ください。 

農地法施行に関する実施細則は、農地法の実施のため農地法施行令及び農地

法施行規則に定めるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について必要な

事項を定めたものでございます。 

市の令和３年１月２５日制定の申請書等における押印等の見直しに係る方針

の例により、様式への押印の廃止等の見直しを行うため、農地法施行に関する実

施細則の一部を改正しようとするものでございます。 

関係資料につきましては、新旧対照表のとおりとなります。また、改正後の実

施細則をお配りしております。以上でございます。 

 

議長（山田会長） 

 事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は、ございませ

んか。 

ないようですので、質疑を打ち切り採決します。「議案第７号 農地法施行に

関する実施細則の一部改正について」賛成の委員の挙手を求めます。 

全員挙手と認めます。よって本議案は、原案のとおり決しました。 
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審議事項はすべて終わりました。 

 

議長（山田会長） 

次に、日程第８「報告第１号」から、日程第１６「報告第９号」までを一括し

て、事務局より報告を求めます。 

 

事務局（中川事務局長補佐） 

ご報告いたします。 

総会議案書１３７から１４１ページ、報告第１号「農地法第３条の３第１項の

規定、農地または採草放牧地についての権利取得の届出について」は、１８件ご

ざいました。 

１４２から１４６ページ、報告第２号「農地法第４条第１項第８号の規定、市

街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合の転用届出について」は、１

４件ございました。 

１４７ページ、報告第３号「農地法第５条第１項による許可案件の事業計画変

更の承認について」は、３件ございました。 

１６０から１６５ページ、報告第４号「農地法第５条第１項第７号の規定によ

る転用届出について」は、８件ございました。 

１６６ページ、報告第５号「現況確認について」は、２件ありました。内容に

つきましては、記載のとおりでございます。農業委員による現地確認を行い、専

決により現況確認書を交付いたしました。 

１７３ページ、報告第６号「農地造成期間延長願について」は、１件ございま

した。内容につきましては、記載のとおりでございます。 

１７４ページ、報告第７号「許可指令書訂正申出書について」は、１件ござい

ました。内容につきましては、記載のとおりでございます。 

１７５から１７６ページ、報告第８号「農地の転用事実に関する照会、確認、

及び証明について」は８件ございました。内容につきましては、記載のとおりで

ございます。農地の状況について照会、確認願い、及び証明願いがあったもので、

農業委員による現地確認を行い回答及び証明証を交付いたしました。 

１７７から１７９ページ、報告第９号「農地法第１８条第６項の規定による通

知について」は、利用権で設定されていた賃貸借の合意解約が１０件ございまし

た。内容につきましては、記載のとおりでございます。以上、ご報告いたします。 

 

議長（山田会長） 

 

事務局の報告が終わりました。 
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ただいまの報告第１号から第９号につきまして、ご意見、ご質問等ございませ

んか。 

 

田﨑育子委員 

 すみません。 

 

議長（山田会長） 

 はい、どうぞ。 

 

田﨑育子委員 

 例えば１４５ページの番号１３の土地の所在に（上記土地の仮換地）とあるの

は何ですか。 

 

事務局（岡本主任） 

 お答えいたします。この案件につきましては、土地区画整理事業に伴う届出で

ございまして、圃場整備とまったく考え方は同じでございます。事業が終わった

後に換地される前に届出が出ております。届出がないと造成工事が出来ません

ので、換地まで待っていれば作業できませんので、換地前ということでこういう

記載となっております。 

 

田﨑育子委員 

 はい、ありがとうございました。 

 

議長（山田会長） 

 他にはございませんか。 

 ないようですので、以上をもちまして本日の総会の全日程を終了いたします。 

 

 

 

（終了時刻１１時００分） 
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上記の議事録は正確と認め署名する。 

 

 

議長                             

 

 

署名委員                           

 

 

署名委員                           

 


